
会議の名称

出  席  者

大蔵運動場・大蔵第二運動場整備の基本的な考え方について スポーツ推進部

世田谷区産業振興基本条例の一部を改正する条例について 経済産業部

区立児童館未整備地区における児童館の整備計画について 子ども・若者部

世田谷区債権管理重点プラン（案）令和４～５年度（2022～2023 年
度）の策定について

財務部

同性パートナーへの災害弔慰金支給制度の新設について 危機管理部

世田谷区避難行動要支援者避難支援プランの改定（案）について
危機管理部
保健福祉政策部

審議概要 3

【意見等】
・別紙の整備計画年度は、基本構想に着手する年度を記載しているとの説明があった。
・地域行政部で地区のあり方などを検討する際に、未整備地区については、隣の地区の児童館と連
携していくということを位置付けるということでよいかとの質問に対し、重複している地区もある
ので、重複部分は隣接する地区で管轄するなど整理して進めていきたいとの回答があった。
・児童館、保育園、幼稚園、全てにおいてだが、全体のビジョンができていない状況で具体の計画
を作るのは少し待つべきとの意見があった。
・区立保育園や幼稚園の動きなど全て情報化してから総合的に計画を示すこと。

【審議結果】
　出された意見を基に付議事案は再調整とする。

会　議　録
令和３年１２月２３日開催政策会議

開催日時
令和３年１２月２３日（木曜日）　午前９時００分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後５時１０分まで

区長、中村副区長、岩本副区長、教育長、技監、教育監、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総
合支所長、砧総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、総務部長、区長室長、生活文化政策部長、
地域行政部長、環境政策部長、保健福祉政策部長、都市整備政策部長、教育総務部長

審議概要 1

【意見等】
・今後予定される大蔵運動場体育館の改築又は長寿命化の検討を進めるにあたり、あわせて大蔵運
動場・大蔵第二運動場両施設の再整備計画の検討を進めていく旨の説明があった。
・大蔵運動場等の再整備と上用賀公園の施設整備との関係性についての質問に対し、上用賀公園の
整備スケジュールを踏まえながら、大蔵運動場等の再整備についても検討を進めるとの回答があっ
た。

【審議結果】
 付議事案を了承とする。

審議概要 2

【意見等】
・世田谷区産業振興基本条例の見直しについて、条例検討会議での議論を踏まえ、改正条例案を取
りまとめた旨の説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 6

【意見等】
・個別避難計画の作成手法を問う質問に対し、町会・自治会との協定締結の有無に関わらず、全避
難行動要支援者を対象に個別避難計画作成の同意を確認するとの説明があった。
・玉川、砧地域の浸水想定区域に住む避難行動要支援者にはすでにアンケート調査を行っており、
その回答結果を踏まえて、個別避難計画の作成に取り組むとの説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 5

【意見等】
・「災害弔慰金の支給等に関する条例」にもとづく支給と「（仮称）世田谷区災害に起因して死亡
した区民の同性パートナーへの弔慰金の支給に関する要綱」に基づく支給の併用があるかの質問に
対し、仮に、死亡者と同一生計でない父母等に対し条例にもとづく支給があった場合でも、同性
パートナーが死亡者と同一生計の場合は、要綱により請求することができる旨の説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 4

【意見等】
・SMS催告の詐欺対策への質問に対し、区内４警察署や区の関係部署と連携して取り組んでいくこ
とに加え、具体的な対策として、模倣されやすい区HPやURLは掲載せず、区の電話番号を明記す
る、との説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

1/3



第２次世田谷区教育ビジョン・調整計画（案）について 教育委員会事務局

第２次世田谷区立図書館ビジョン第３期行動計画（案）について 教育委員会事務局

第２次不登校支援アクションプラン（案）について 教育委員会事務局

教育ＤＸ推進に向けた取組みについて 教育委員会事務局

区立幼稚園用途転換等計画の見直しの方向性について 教育委員会事務局

世田谷区立弦巻中学校・松丘幼稚園改築整備方針の変更（案）について 教育委員会事務局

審議概要 10

【意見等】
・取組みの想定効果について、事務の効率化に伴う教員の負担軽減に加え、各教員は、生徒の個
性、特性を把握することが容易になり（ダッシュボード機能を活用）、指導に還元することで学び
の質の向上、個性・特性に応じた個別最適化された学びにつながるなど、子どもたちにとって良い
教育効果がある旨の補足説明があった。
・ＢＹＯＤ（Bring Your Own Device　「自分のデバイスを持ち込む」）について、令和８年度全
校展開の記載があるが、一律での導入を検討するということか、という質問に対し、今後の国の動
向も踏まえながら対応していくとともに、一律での導入を前提とせず、ＢＹＯＤを希望する児童・
生徒・教員に対応できるよう、導入を検討する旨回答があった。

【審議結果】
  付議事案を了承とする。

審議概要 11

【意見等】
・在園児数が少ないことで、現場ではどのような影響が生じているか、という質問に対し、良い面
としては、一人一人にきめ細かく指導が行うことが可能となっていること。一方、集団保育の視点
では、人数が少ないことでの課題があるとの回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 12

【意見等】
・ZEB（Net Zero Energy Building）※について、今後基本構想で検討していくのかという質問に
対し、ZEBについては検討委員会を立ち上げ、今後、どこまでのランクを目指すのかも含めて検討
し、来年度に向けて今後の方向性を示していく。どの施設から優先してZEB化していくかについて
も検討しているが、弦巻中学校については、間に合えば入れたほうがいいという意見も検討委員会
の中では出ている。ZEB化する場合は、先ほど説明した工期や金額からは変わってくるとの説明が
あった。
※快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすること
を目指した建物

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 9

【意見等】
・素案から目標を「児童・生徒一人一人の多様性や、個性を認め伸ばす魅力ある学校づくり」に変
更した理由は何か、という質問に対し、素案に対する意見を踏まえ、登校を最終目標とせず、多様
の選択肢があることを前提に不登校支援を行うことから、目標を変更した旨の回答があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 8

【意見等】
・令和２年度に個人貸出数が大幅に少なくなっている要因について質問があり、新型コロナウイル
ス感染症の影響に伴い、休館時期があったことが要因であること、開館後は休館前の水準に概ね
戻っているとの説明があった。（計画３８ページ資料編に月ごとの個人貸出数を記載）

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要 7

【意見等】
・計画P27の教育総合センターを中心とした推進体制の図について、区長部局、大学、企業、地域
と連携し、社会的資源が循環することがわかるようにしてほしい。

【修正事項】
・上記意見を踏まえて、P27の図を修正した。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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次期基本計画の策定について 政策経営部

所  管  課

(会議録作成所管)

審議概要 13

【意見等】
・基本計画の検討にあたり、行政運営の基本的な指針である点に十分に留意し、実施計画との関係
性の整合を図ること。
・タウンミーティング等の実施にあたっては、区民が積極的に意見・提案を行えるよう、テーマや
実施方法等を検討すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

政策経営部　政策企画課
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